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国立大学法人愛知教育大学                    法人番号：４６    
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

（Ⅰ）教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する

目標（小項目1-1-6） 

≪特記事項≫（改善を要する点） 

 

【原文】 

● 教員養成課程の教員採用率の状況 

教員養成課程の教員採用率を第２期より

１倍超に向上させるという目標について、

平成28年度0.96倍、平成29年度0.97倍、平

成30年度0.93倍、令和元年度0.89倍、令和

２年度0.91倍、令和３年度0.88倍となって

おり、一定程度の取組は見られるものの、

目標を達成していない。（中期計画1-1-6-

1） 

 

● 修士課程の教員採用率の状況 

修士課程の教員採用率を第２期より１倍

超に向上させるという目標について、平成

28年度1.03倍、平成29年度0.81倍、平成30

年度0.85倍、令和元年度0.94倍、令和２年

度0.82倍、令和３年度1.11倍となってお

り、一定程度の取組は見られるものの、平

成28年度及び令和３年度を除き、目標を達

成していない。（中期計画1-1-6-1） 

 

【申立内容】 

該当する評価指標による評価だけでな

く、関連する評価指標も踏まえて評価され

るようにしていただきたい。 

特に修士課程の教員採用率は、達成され

ている年度もあり、改善の兆候があるた

め、その点も評価されるようにしていただ

きたい。 

 

 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 文部科学省国立大学法人評価委員会によ

り認められた「戦略的かつ意欲的な目標・

計画」の場合には、その数値目標の達成状

況のほか、プロセスや内容を評価してい

る。当該中期計画については、これに該当

するものではないため、定量的な指標に基

づき評価せざるを得ない。 

 

中 期 目 標 の 達 成 状 況 に 関 す る 評 価 結 果 
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【理由】 

教員養成課程と修士課程における各年度

の教員採用率は、評価結果原案のとおりで

あるが、書面にて照会のあった確認事項に

対する回答内容（確認事項No.K6）におい

て、具体的な取組状況を回答している。 

加えて、令和４年12月26日のヒアリング

では、「令和３年度（令和４年３月）卒業

生の本学学部の教員就職率は73.7％と令和

２年度より９％高く、全国国立大学の教員

就職者数は２年連続で全国１位、教員就職

率は全国９位という結果であり、成果は徐

々に上がっている。」ことを説明してお

り、多面的に自己点検評価を行ってきた。 

研究に関する目標では、第３期中期目標

期間（４年目終了時）における研究業績水

準判定を踏まえて総合的に評価がされてい

る一方で、本評価結果では、一面を捉えて

機械的に改善を要する点を指摘されている

ため。 
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国立大学法人愛知教育大学                    法人番号：４６    
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

（Ⅱ）研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する

目標（小項目2-1-1） 

≪特記事項≫（改善を要する点） 

 

【原文】 

○ 独自の研究評価基準を活用した研究業

績の状況 

第２期中期目標期間に作成した、当該大

学における研究評価基準を活用し、優れた

研究結果（SS 及びS）が第２期中期目標期

間を上回るようにする目標について、第３

期中期目標期間（４年目終了時）における

研究業績水準判定を踏まえて総合的に評価

した結果、達成しているとは認められな

い。 

（中期計画2-1-1-1） 

 

【申立内容】 

原文では、第３期中期目標期間の５、６

年目の実績に係る評価結果が不明である。

その点はどのように評価結果原案に反映さ

れたかを確認したい。 

 

【理由】 

 令和４年12月26日のヒアリングで説明し

たとおり、第２期中期目標期間に作成した

研究評価基準を活用し、優れた研究結果

（SS 及びS）を選定し、これを基準に達成

状況を自己評価したものであり、第２期中

期目標期間との比較・評価においては、同

一の基準となっている。 

一方、本評価結果原案では、第３期中期

目標期間（４年目終了時）における研究業

績水準判定を踏まえた総合的な評価が強く

反映されており、５、６年目の実績を踏ま

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 当該中期計画については、４年目終了時

評価と同様に審議を行っており、今回、追

加の研究業績（2020・21年度分、いずれも

学術）として新たに30件が提出されたが、

「Ｓ」以上の研究業績は５件程度を大きく

超えないと判断されている。 

したがって、４年目終了時評価で「Ｓ」

以上と判定された研究業績の件数と合算し

た結果、優れた研究成果（SS及びＳ）が第

２期中期目標期間を上回るようにする目標

について、達成しているとは認められない

と判断されたものである。 

また、全般的な研究状況に関連する資料

として提出された「研究活動状況に関する

資料（教育系）」によると、著書数、査読

付き論文数などに減少傾向が認められる。 

以上のことから、第３期中期目標期間

（４年目終了時）評価に引き続き、改善を

要する点として指摘することとされたもの

である。 

  

中 期 目 標 の 達 成 状 況 に 関 す る 評 価 結 果 
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え、同じ基準で比較・評価されたか疑問で

あるため。 

 


